
お知らせ

スポーツセンター利用案内
●一般開放開始日時
※７月１日から７月４日１７時までは、落成記念事業
および檜山中体連バレーボール大会開催のため使用でき
ません。
●開設時間　月～土

　　　　　　日　

●休 館 日　１２月３１日～１月５日
　　　　　　※その他、臨時に休館する場合あり
●利用方法
・受付で必要事項を記入の上、利用してください。
・一般開放時は施設の利用状況を確認の上、利用してく
　ださい。
・アリーナなどを専有する場合は、利用日の１０日前ま
　でに教育委員会へ申請してください。
●一般開放時使用料
・町民、町内の団体は無料※営利・催事は除く
・町外利用者は右表の通り
●住　　所　　字大留１０９番地２
●電話番号　　５５－４００２

７月１日にオープンするスポーツセンターの
開設時間や利用方法についてお知らせします。

★町外利用者使用料（１回あたり）

7月４日（水）17時

９時～２１時
９時～１７時

5月～10月 11月～ 4月
アリーナ ３００円 ４００円
ランニングデッキ １００円 １５０円
トレーニング室 ３００円 ４００円

・利用に際しては、必ず受付してください。
　　個人利用の場合は、住所・氏名
　　団体利用の場合は、団体名・人数
・２階は、ランニングデッキ利用者以外は原則立ち入

りを禁止します。
　ただし、少年団活動に伴う待合の際にのみ一部開放

します。
・館内での飲食はエントランスのみとします。ただ

し、ふた付きの飲料はアリーナ内で可。
・ゴミは各自持ち帰りください。
・利用可能エリアを確認の上、管理人の指示に従って

ご利用ください。
・このほか、館内の注意事項を確認の上、ご利用くだ

さい。

―利用上の注意―

利用に関する詳細の
利 用 申 し 込 み お問い合わせ 教育委員会生涯学習グループ ☎ 55・2230

暴力団は許さねぇ　7月21日～8月20日は『夏の暴力追放運動』月間
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